
平成２７年４月９日

お 知 ら せ

件 名 平成２７年度北海道開発局関係予算について

お知らせ内容

平成２７年度北海道開発局関係予算について、別紙のとおりお知らせします。

【問合せ先】 別紙のとおり



全体 開発監理部 開発計画課 開発企画官 宮藤　秀之 （内線５４６２）

課長補佐 斉藤　幸裕 （内線５４６３）

調査専門官 八柳　慎 （内線５８５５）

予算第１係長 大窪　文彦 （内線５４６５）

治水・海岸関係 建設部 河川計画課 課長補佐 大束　淳一 （内線５２９４）

課長補佐 岡部　博一 （内線５２９５）

地方整備課 地域事業管理官 堀田　伸之 （内線５６７２）

道路関係 建設部 道路計画課 課長補佐 草野　真一 （内線５３５５）

課長補佐 近添　幸司 （内線５３５６）

道路維持課 課長補佐 河上　聖典 （内線５３８３）

課付 森山　崇 （内線５８２１）

地方整備課 地域事業管理官 堀田　伸之 （内線５６７２）

住宅・市街地整備
 ・公園関係

事業振興部 都市住宅課
都市事業管理官（公園）
　　　　　　　　　　 （市街地）

篠宮　章浩 （内線５８７４）

まちづくり事業推進官（市街地）
　　　　　　　　　　　　 　（住宅）

吉田　欣也 （内線５８６６）

港湾関係 港湾空港部 港湾計画課 課長補佐 熊野　哲也 （内線５６１４）

空港関係 港湾空港部 空港課 課長補佐 今　宗紀 （内線５６３２）

農業関係 農業水産部 農業計画課 事業計画推進官 松野　康夫 （内線５５1３）

水産関係 農業水産部 水産課 課長補佐 星　道太 （内線５５９３）

社会資本総合整備関係 開発監理部 開発調整課 課長補佐 貴田　勝太郎 （内線５４９４）

事業振興部 都市住宅課 都市事業管理官 篠宮　章浩 （内線５８７４）

まちづくり事業推進官 吉田　欣也 （内線５８６６）

建設部 地方整備課 地域事業管理官 堀田　伸之 （内線５６７２）

港湾空港部 港湾計画課 課長補佐 熊野　哲也 （内線５６１４）

営繕関係 営繕部 営繕計画課 課長補佐 熊崎　博久 （内線５７２３）

平成27年4月9日

平成２７年度北海道開発局関係予算　プレス投げ込み問い合わせ先



【 直　　轄 】 （単位：百万円）

治 水 71,937 16,116

海 岸 470 0

道 路 183,856 74,641

港 湾 整 備 13,981 2,449

空 港 整 備 4,585 0

都 市 水 環 境 767 764

949 0

平成２７年度　北海道開発局関係予算総括表（事業費）

事　　　　　項 予　算　額 備　　　考

一括配分額

国 営 公 園 等 949 0

農 業 農 村 整 備 56,771 0

水 産 基 盤 整 備 16,160 0

官 庁 営 繕 670 508

合　　計 350,145 94,478

注 １．農業農村整備及び水産基盤整備を除き、工事諸費は含まれていない。

２．予算額には、復旧・復興対策事業を含む。

３．計数整理の結果、異動を生じることがある。

４．四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。
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【 補　　助 】 （単位：百万円）

治 水 8,926 490

道 路 4,375 3,330

住 宅 8,686 8,686

市 街 地 整 備 8,056 0

農 業 農 村 整 備 24,707 0

水 産 基 盤 整 備 16,230 0

社 会 資 本 総 合 整 備 215,431 0

　　社会資本整備総合交付金 98,603 0

　　防 災・安 全 交 付 金 116,828 0

合　　計 286,412 12,506

注 １．北海道開発事業費には農山漁村地域整備交付金が計上されている。

２．予算額には、全国防災及び復旧・復興対策事業を含む。

３．計数整理の結果、異動を生じることがある。

４．四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

平成２７年度　北海道開発局関係予算総括表（事業費）

事　　　　　項 予　算　額 備　　　考

一括配分額
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＜ 目 次 ＞ 
 
 

１．治水関係事業                ・・・Ｐ １ 

２．道路事業                  ・・・Ｐ１１ 

３．港湾整備事業                ・・・Ｐ３０ 

４．空港整備事業                ・・・Ｐ３４ 

５．農業農村整備事業              ・・・Ｐ３７ 

６．水産基盤整備事業              ・・・Ｐ４０ 

７．官庁営繕事業                ・・・Ｐ４２ 

（参考）北海道開発計画調査            ・・・Ｐ４３ 

（参考）平成２７年度 道路の主な開通予定      ・・・Ｐ４４ 

 

 



 １．治水関係事業   

 

１ 安全・安心な国土の形成 

 

（１）頻発する自然災害に備える防災対策の推進 

 

① 千歳川流域の治水対策の推進 

千歳川の治水対策は、発展の著しい道央圏の防災対策とし

  て緊急を要する重要な課題であり、平成１７年４月に策定さ

  れた千歳川河川整備計画に基づき、石狩川の高い水位の影響

  を長時間受けることに対応した堤防の整備や河道掘削及び遊

  水地群の整備等を推進します。 

 

 

 

 

② 石狩川流域の治水対策の推進 

  石狩川下流域には道都札幌市等が位置し、北海道の社会、

  経済の中枢となっているほか、流域内の広大な農地は我が国 

 有数の食料供給地です。特に昭和５６年８月洪水時には、甚 

大な浸水被害が発生しました。この戦後最大規模の洪水から 

石狩川下流域を防御するため、北村遊水地の整備を推進しま 

す｡ 

 

 

 

③ 大都市地域で壊滅的な被害を防止するための治水対策の   

推進 

  洪水時に堤防が決壊すると壊滅的な被害が予想される札幌

  都市圏を貫流する豊平川において、流下能力不足となってい

  る下流部の河道掘削等を推進します。 

 

 

 

 

④ 堤防の緊急点検結果に基づく対策の推進 

近年の水害の発生状況等を踏まえ、堤防の緊急点検結果に 

基づく緊急対策等、同様な被害の防止・軽減を図るため、石 

狩川、十勝川等において堤防の整備等の予防的な治水対策を 

推進します。 

 

 

豊平川の河川改修 

 

千歳川遊水地群の整備 

 

北村遊水地の整備 
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⑤ 多目的ダム建設の推進 

洪水から人命、財産を守り、水道用水等の新規利水の需要

に対応し、安定した川の流れの確保による農業用水の安定供

給や動植物を保全する多目的ダムの建設について、サンルダ

ム、平取ダム（沙流川総合開発）、新桂沢ダム及び三笠ぽん

べつダム（幾春別川総合開発）の早期完成に向けて推進しま

す。 

 

 

 

⑥ 火山噴火等に備えた土砂災害対策の推進 

噴火による大規模な災害が発生するおそれのある樽前山・ 

十勝岳において、火山砂防事業を重点的に推進します。 

上流域の土地荒廃が著しく、流出する土砂が下流域に被害 

を及ぼすおそれのある石狩川上流域・豊平川・札内川におい 

て砂防事業を推進します。 

 

 

 

 

⑦ 海岸侵食対策の推進 

北海道の物流の要である苫小牧港の西側に位置し、背後に 

は重要交通網の国道３６号、ＪＲ室蘭本線が隣接するととも 

に、それらに面して住宅が密集している胆振海岸において、 

海岸侵食対策として人工リーフ整備を推進します。  

 

 

 

 

⑧ 河川管理施設の戦略的な維持管理・更新の推進 

河川の維持管理では一級河川１３水系の大臣区間における、ダム・排水ポンプ・樋門等の操作、

河川管理施設の機能の維持や損傷した施設の機能回復のため、巡視、点検、補修等を推進します。

効率的な維持管理として、ダムに支障となる流木処理、堤防点検のための堤防除草、ボランティ

アによる河川清掃等についてコスト縮減も含めた地域還元や地域連携を積極的に推進します。 

また、既存施設が機能発揮するよう、コスト縮減に努め適切な維持管理を行うとともに、更新

が必要な施設の増大が見込まれることから既存施設の長寿命化対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

樽前山

サ ン ル ダ ム （ 本 体 工 事 ）  

樽前山覚生
おぼっぷ

川砂防堰堤群の整備 

施設の点検（樋門） 施設の点検（ダムゲート） ボランティア河川清掃 

胆 振 海 岸 （ 白 老 工 区 ） 人 工 リ ー フ  

人工リーフ 

砂防堰堤群 
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釧路湿原自然再生（幌呂地区湿原再生） 

（２）ハード・ソフト一体となった総合的な防災・減災対策の推進 

 

大規模災害に備えた危機管理体制の強化 

頻発する災害に備え、減災に不可欠な防災力の向上（自助

・共助・公助）を目指し、各自治体に対して災害対策に関す

る各種支援を行うことを目的として設置された「河川災害情

報普及支援室」を窓口として、市町村が行うハザードマップ

作成への支援、住民参加型の防災訓練等を行います。 

また、近年の集中豪雨や局所的な降雨（いわゆるゲリラ豪

雨）に対し、適切な河川管理や防災活動等に役立てるため、

局所的な豪雨を詳細かつ精度良く観測可能なＸＲＡＩＮによ

り危機管理に努めるとともに、防災情報収集のための機器整

備を行います。 

 

 

２ 個性あふれる地域の活性化 

 

（１）道内各地域のポテンシャルを活かした地方活性化等 

 

 ① 河川環境の保全・再生の推進 

北海道の恵まれた自然環境の保全・再生を図るため、地域 

住民、ＮＰＯ、学識経験者、関係機関等が連携・協働し、各 

種施策を推進します。 

近年、流域の発展に伴い湿原面積が著しく減少している釧 

路湿原において、久著呂川における湿原中心部への土砂流入 

の抑制及び幌呂地区の湿原再生等を引き続き推進します。 

このほか、天塩川下流地区において汽水環境の再生、十勝  

川の札内川地区において礫河原の再生を引き続き推進します。 

さらに、平成２７年度から石狩川下流（幌向地区）において、 

湿原等の回復に着手します。 

 

② まちづくりと一体となった魅力ある水辺空間の創造 

平成２７年度から新たに「丘のまちびえい」で知られる美瑛川地区において、まちづくりと連携

した水辺整備を行うことで、水辺とまちの活性化に向けたかわまちづくりに着手します。 

また、北海道の水辺を活かした新たな賑わいを生み出すため、住民・企業・行政が一体となり、

水辺とまちの未来を描くムーブメントを展開します。（ミズベリング・プロジェクト） 

 

 

 

 

 

 

 

ＸＲＡＩＮ石狩局 

人工ケルミ 

湿原再生区域 
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③ 公共事業の実施に伴う発生土砂

十勝川や千歳川の河川事業

基盤産業の一つである農業の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堤防除草により毎年発生する

バイオガス資源として提供し

ダム貯水池で集積した流木

等、資源の有効利用に取り組

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堤防

 

ダム

 

十勝川河道掘削 
河道掘削で発生する泥炭土は、
堤防の盛土材料等としては不適
である一方、通気性・保水性に
優れているため、客土として農
地へ有効活用 

発生土砂の有効活用等 

河川事業で発生する泥炭を農地の土壌改良材として有効活用

の生産生向上を図ります。 

する刈草を家畜の敷藁など地域で利活用を進めるとともに

し除草費用の縮減と地域事業との連携を図ります

流木については、一般の方への無料配布や、チップ

組みます。 

 

 

  

堤防の刈草を家畜の敷藁や新たにバイオガス事業と連携 

ダム貯水池で集積した流木をチップ化し園路整備として利用

泥炭搬入
なし

十勝川での泥炭活用事例 

泥炭搬入
なし

畑に搬入された泥炭土 

地元自治体による泥炭土受け入
れ希望等の調整 

・これまでの
泥炭客土

・現在、
「客土
を実施

バイオガスプラント

有効活用し、北海道の

めるとともに、新たに

ります。 

チップ化による園路整備

 

 

利用 

泥炭搬入
なし

泥炭搬入
あり

（生育良好）

泥炭搬入 
なし 

泥炭搬入 
あり 

（生育良好） 

・これまでの生育調査で、 
泥炭客土による生育良好を確認 

、地元農業高校とも連携し 
客土の有効性」について調査等 
実施 

バイオガスプラント 
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平成２７年度（継続） 

千歳
ち と せ

川遊水地群整備事業 

                                （直轄） 

 

１．概 要 

千歳川の中下流部には広大な低平地が広がっているため、洪水時に石狩川本川の高い水位の影響を

長い区間にわたり長時間受けるなど水害が起きやすい特性を有しており、ほぼ２年に１回という頻度

で水害に見舞われています。 

特に、昭和５６年８月上旬洪水は未曾有の大洪水となり、被害家屋２，６８３戸、浸水面積１９２

km2 の被害をもたらしました。 

本事業は、「堤防強化（遊水地併用）案」を盛り込んだ千歳川河川整備計画が、平成１７年４月に

策定されたのを受けて、度重なる水害の解消を図るため、遊水地群を千歳川本支川に分散して整備し、

災害の防止を図るものです。 
 

２．計画内容 

箇  所  名：江別市（江別
え べ つ

太
ぶと

）、南幌町（晩
ばん

翠
すい

）、北広島市（東の里）、恵庭市（北島）、  

千歳市（根
ね

志
し

越
こし

） 

面     積：Ａ＝１，１５０ｈａ 

全 体 事 業 費：Ｃ＝１，１５０億円 

事業予定期間 ：平成２０年度～平成３１年度 

Ｈ２７実施内容：掘削、築堤、用地及び補償費等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水時 

排水門（閉） 

遊水地 

平常時 

排水門（開） 

越流堤 

■遊水地のイメージ 

■S56.8上旬降雨による浸水区域 

江別太遊水地 

東の里遊水地

江別市 南幌町 

長沼町 

北広島市 

恵庭市 

千歳市 

舞鶴遊水地 

根志越遊水地

晩翠遊水地 

北島遊水地

←
千
歳
川 

ち
と
せ 

遊水地 

浸水区域 

北広島市街地浸水状況 長沼町市街地浸水状況 

10k 

20k 

30k 

40k 

（H26完成） 
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平成２７年度（継続） 

北村
きたむら

遊水地整備事業  

（直轄）                               

 

１．概 要 

石狩川下流域には道都札幌市等が位置し、北海道の社会、経済の中枢となっているほか、流域内の

広大な農地は我が国有数の食料供給地となっています。特に昭和５６年８月上旬洪水時には、１１箇

所の堤防が破堤するなど、氾濫面積６１４km2、被害家屋約２２，５００戸におよぶ甚大な浸水被害

が発生しました。この戦後最大規模の洪水から石狩川下流域を防御するため、北村遊水地の整備を推

進します。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：岩見沢市、月形町、新篠津村  

面     積：Ａ＝９５０ｈａ 

全 体 事 業 費：Ｃ＝７００億円 

事業予定期間 ：平成２４年度～平成３８年度 

Ｈ２７実施内容：築堤、用地及び補償費等 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜S56.8上旬洪水被害概要＞ 

・ 氾濫面積約614km2、 

・ 被害家屋約22,500戸、死者2名 

創成川 市街地の浸水状況 
（札幌市） 

石狩川右岸 下新篠津付近の氾濫状況 
（江別市） 

平常時 

平常時は農地として利用 

洪水時 

洪水時は遊水地として利用 

 

■遊水地のイメージ 

■S56.8上旬降雨による浸水区域 

石
狩
川 

堤防破堤箇所 × 
× 
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平成2７年度（継続） 

サンルダム建設事業 

（直轄） 

 

 

１．概 要 

 近年頻発する洪水災害から地域社会を守るため、サンルダムの建設を推進します。 

平成５年度に建設事業に着手したサンルダムは、平成２９年度の完成に向けて、事業を継続し

ます。 
 

○平成２７年度実施内容 本体工事等 

 
 

２．計画内容 

○目的 

 ・洪水調節（天塩川、名寄川の洪水防御） 

 ・流水の正常な機能の維持 

・水道用水の供給（名寄市、下川町：0.019 m３/s） 

・発電（ほくでんエコエナジー：最大 1,100 kw） 

 

   

○ダム諸元 

 ・型式 台形ＣＳＧダム 

・堤高：46m  

・堤頂長：350m 

・堤体積：495,000m3 

・総貯水容量：57,200,000m3 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

位 置 図 

夕張シューパロダム 大夕張ダム 

本体工事状況（平成 26 年 7 月撮影） 

完成予想図 

帯広 釧路 

網走 
留萌 

稚内 

小樽 

札幌 

室蘭 

函館 

旭川 

オホーツク海  

太 平 洋  

日 

本 

海 

サンルダム 
天塩 川  

名寄 川  
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平成２７年度（継続） 

 

１．概 要 

樽前山は、1667 年から 1987

は火砕流が山麓まで流下しまし

続いており、平成 8 年(1996)

生し火山性微動が起きるなど、

っています。 

樽前山麓には苫小牧市・白老町

どの重要交通網や新千歳空港・

火した場合、甚大な被害の発生

平成 6 年より直轄火山砂防事業
 

２．計画内容 

箇 所 名：苫小牧市、白老町

実 施 内 容 ：遊砂地工、砂防堰堤工

事業予定期間：平成6年度～ 

H2７実施内容：苫小牧川遊砂地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 覚生川砂防堰堤群(建設中) 

樽前山火山情報共有イメージ 

樽前山
たるまえさん

火山砂防事業 

                                

1987 年迄に大規模～中規模の噴火を繰り返し、

ました。昭和 53 年(1978)のごく小規模の噴火後

(1996)以降地震活動が増加、平成 22 年(2010)にも

、いつ噴火してもおかしくないと言われ、気象庁

白老町の市街地が位置し、道央自動車道・国道 36

・苫小牧港・苫小牧臨海工業地帯などの物流拠点

発生が危惧されます。このため、火山泥流災害の被害軽減

直轄火山砂防事業により砂防設備の整備を進めています。 

白老町 

砂防堰堤工、火山観測機器等 

苫小牧川遊砂地、覚生川
おぼっぷがわ

砂防堰堤群等 

国道36号

樽前山

市街地まで

樽前山麓に広がる 

苫小牧市街地と重要交通網 

想定泥流氾濫範囲

苫小牧川遊砂地

覚生川砂防堰堤群 

                                （直轄） 

、1739 年の大噴火で

噴火後も火口の高温状態が

にも火山性地震が 2 回発

気象庁の常時観測火山とな

36 号・JR 室蘭本線な

物流拠点が集中しており、噴

被害軽減を目的として

号 

JR室蘭本線 

道央自動車道 

樽前山 

市街地まで約15km 

想定泥流氾濫範囲 

苫小牧川遊砂地 
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平成２７年度（継続） 

胆振
い ぶ り

海岸

 

１．概 要 

 胆振海岸は北海道の物流の要

国道３６号、ＪＲ室蘭本線が隣接

海岸侵食の進行に伴い、夏期から

生活、経済活動に重大な影響を及

ます。 
 

２．計画内容 

箇  所  名：苫小牧市、白老町

直轄区間延長：L=24.595km 

事業開始時期：昭和 63 年度 
H27 実施内容：白老工区 人工リーフ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業区域平面図 

事業箇所上空写真 

海岸 海岸保全施設整備事業 

                                

要である苫小牧港の西側に位置する海岸であり、

隣接するとともに、それらに面して住宅が密集してい

から秋期にかけての台風や季節風による波浪災害

及ぼしていることから、海岸侵食対策として人工

白老町 
 

リーフ 

 (Ｈ7 苫小牧市

(Ｈ6苫小牧市

位置図

越波状況

越波被害状況

                                （直轄） 

、背後には重要交通網の

しています。当海岸では、

波浪災害が頻発しており、住民

人工リーフ整備を推進し

直轄胆振海岸 

苫小牧市) 

苫小牧市) 

位置図 

越波状況 

越波被害状況 
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平成２７年度（継続） 

釧路
く し ろ

川総合水系環境整備事業 

                                （直轄） 

 

１．概 要 

釧路湿原は、我が国最大の湿原であり、昭和５５年に国内最初のラムサール条約による国際保護

湿地として登録され、次いで昭和６２年には湿原単体としては初めて国立公園に指定されているな

ど、豊かな自然環境に恵まれています。しかし、流域の発展に伴い釧路湿原の面積が急激に減少し、

乾燥化などによる質的な変化が現れています。 

このため、平成１５年の自然再生推進法の施行を受け、同年に地域住民、学識者、関係行政機関

等多様な主体の参加による「釧路湿原自然再生協議会」が設立され、平成１７年には、同協議会に

より「釧路湿原自然再生全体構想」が策定され、地域の協働のもと釧路湿原の保全・再生に取り組

んでいます。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：標茶町、鶴居村 

実 施 内 容：旧川復元（茅沼地区）土砂流入対策（久著呂川）、湿原再生（幌呂地区） 

事 業 予 定 期 間：平成１３年度～平成４２年度 

Ｈ２７実施内容：人工ケルミ（久著呂川）、湿原再生（幌呂地区）、モニタリング等 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

流域の経済活動の拡大に伴い、この 60

年間で湿原面積の約 3割が減少、ハン

ノキ林が約 4倍に拡大。 

茅沼地区の旧川復元（モニタリング中） 
釧路湿原自然再生の取り組み状況 

（赤：釧路川総合水系環境整備事業） 

蛇行（旧川）復元後（H25撮影）

蛇行（旧川）復元前（H19撮影）

蛇行の復元

直線化した河道

ハンノキ林 約20km2

湿原面積 約250km2 約180km2

約80km2  
2004年1947年

約230km2

約30km2
1977年

約3割減

約4倍増

量的変化

質的変化

湿原面積の急激な減少と湿原植生の変化

幌呂川

雪裡川

久著呂川

ヌマオロ川

オソベツ川

釧路川

土砂流入対策(沈砂池)実施計画〔南標茶地域〕
農業用排水路合流部への沈砂池の設置

（国交省(農)、標茶町、南標茶地区排水路維持管理組合）

土砂流入対策実施計画〔久著呂川〕
河道の安定化対策（北海道）
水辺林・緩衝帯（北海道他）
排水路合流部沈砂池（国交省(農)、北海道他）

河川沿いの土砂調整地（北海道）
湿原流入部土砂調整地（国交省(河)）

茅沼地区旧川復元実施計画
蛇行する河川への復元

（国交省(河)）

達古武地域自然再生実施計画
自然林再生、土砂流出防止

（環境省、ＮＰＯ）

雷別地区自然再生事業実施計画
自然林再生（林野庁）

土砂流入対策(沈砂池)実施計画

〔雪裡･幌呂地域〕
農業用排水路合流部への沈砂池の設置

（国交省(農)、鶴居村）

幌呂地区湿原再生実施計画
未利用地を湿原への再生

（国交省(河)） 達古武湖自然再生実施計画
水生植物の生育環境の保全・復元

（環境省）

くちょろ

くちょろ

せつり

ほろろ

せつり ほろろ

ほろろ

みなみしべちゃ

かやぬま

らいべつ

たっこぶ

たっこぶ
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２．道路事業  
 

＜基本方針＞ 
平成２７年度予算については、「

心な国土の形成」を重点事項として

道経済の実現を図るための基盤整備

また、北海道の豊かな資源・特性

に、地域の活力ある発展を図るため

心に暮らせる社会基盤の確立を図ります

 

＜主要施策＞ 

１ 個性あふれる地域の活性化

 （１）広域的な交通ネットワークの

   広域的な交流、拠点的な空港

地域を結ぶ交通体系を強化し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,099 

8,571 

7,987 

8,317 

8,996 9,032 
9,137 

9,632 

7,659 7,650 

7,226 

7,876 

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

H21 H22 H23 H24

（千人）

H23開通

夕張～占冠

H21開通

占冠～トマム

本別～浦幌

■高規格道路の開通延伸により

バウンド観光の推進に寄与 
 

 

■圏域別観光入込客数 
道東圏の観光入込が増加傾向 

釧路
帯広

札幌

旭川

根室

、「個性あふれる地域の活性化」、「食糧供給力の強化

として、第７期北海道総合開発計画等を踏まえ、活力

基盤整備を推進します。 
特性を活かして、我が国が直面する課題の解決に

るため、防災・減災や老朽化対策等による国土強靱化

ります。 

個性あふれる地域の活性化 

ネットワークの充実など地域経済・産業を支える社会資本

空港・港湾等の交通拠点と質の高い農水産品、

し、地域経済・産業を支える道路ネットワークの

8,317 
8,469 

9,632 9,674 

7,876 

8,060 

H24 H25

オホーツク圏

全体

十勝圏全体

釧路・根室圏

全体

9,062 8,926 8,680

4,037

3,953
3,542

158 
186 

131 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H21 H22 H23

観
光
入
込
客
数

（万人）

により十勝・釧路・根室圏の観光振興の活性化と観光資源

■全道の観光入込者数

 

外国人観光客

強化」及び「安全・安

活力と競争力ある北海

に貢献していくととも

国土強靱化を推進し、安全安

社会資本の整備 

、観光資源等を有した

ネットワークの整備を推進します。 

8,680 9,051 9,231

3,542
3,700

3,948

131 

195 

292 

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

H23 H24 H25

外
国
人
宿
泊
者
数

（万人）

道外客

道内客

外国人宿泊者数

観光資源を活かしたイン

観光入込者数・外国人宿泊者数 

外国人観光客の増加 

凡　 例

高規格幹線道路
開 通 区 間
事 業 区 間

 国管理空港
特定地方管理空港

地方管理空港

重要港湾
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主要渋滞箇所の交通状況 
（国道 230 号 札幌市） 

北海道渋滞対策協議会※の開催状況 

（※北海道開発局、北海道運輸局、北海道警察本部、北海道建設部、
札幌市、東日本高速道路株式会社北海道支社） 

■重点「道の駅」制度 

 （２）円滑な都市・地域活動のための渋滞対策 

北海道渋滞対策協議会において特定された主要渋滞箇所（道内全路線：214 箇所）の解消に

向けた検討・対策を実施します。 

（平成 27 年 3 月現在 取組中：61 箇所、検討中：153 箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）広域的な生活圏の形成と交流・連携強化 

重点「道の駅」制度の創設 

「道の駅」を核とした地域活性化の取り組みとして、優れた「道の駅」を関係機関と連携し

て重点的に支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対策の流れ 

主要渋滞箇所の対策立案 

モニタリング等による検証・評価

主要渋滞箇所の見直し 
円滑な渋滞対策の実施

を実現 

Action（改善） Do（実行）

Check（評価） 

Plan（計画） 

対応の基本方針策定 
現在 

今後 
Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａの実現による

確実な渋滞対策の実施 
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２ 安全・安心な国土の形成 

 （１）頻発する自然災害に備える防災対策の推進 

①道路の老朽化対策の本格実施 

橋梁・トンネル等の道路構造物について、適切に点検・診断、その結果に基づく修繕等を実

施するメンテナンスサイクル（点検・診断・措置・記録）の推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②道路の防災・震災対策 

大規模災害発生時における被害を軽減し、救急救命活動や復旧支援活動を支えるため、橋梁

の耐震性能向上や道路法面の防災対策を進めるとともに、主要都市間等を連絡する高規格幹線

道路の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落橋防止システム 橋脚の耐震補強 

斜面崩落防止対策 災害時の迅速な支援活動を支える 
高規格幹線道路の整備 

■「道路メンテナンス会議」を活用した定期点検の着実な推進 
 【取組事項】 

① 地域単位での点検業務の一括発注等の実施 

② ５年間の点検計画に基づき、点検・修繕等を計画的に実施 

③ 跨線橋・高速道路跨道橋は優先的に点検。高速道路跨道橋では、道路以外の施設についても「跨

道橋連絡会議」による管理者への点検要請等を実施 

 

道路メンテナンス会議状況 トンネルの点検状況橋梁の点検状況 
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■通学路対策の流れ ■対策例 

緊急合同点検の実施 

車両進入を防止する防護柵の設置 

通学路における歩道の整備

除雪作業 

防雪柵 雪崩予防柵 

（２）冬期交通の信頼性向上 

安全で円滑な冬期道路交通の確保を図るため、気象状況や交通状況等を踏まえて、適切なタ

イミングで除排雪作業を実施します。また、関係機関と合同で災害対策基本法改正を踏まえた

放置車両等の移動訓練を実施するなど関係機関相互の連携をより一層強化するとともに、雪害

時には、除雪車両の貸与やリエゾン注）派遣による災害関連情報の共有等支援体制を構築してい

ます。 

（注：重大な災害の発生または発生の恐れがある場合に情報収集等を目的として自治体へ派遣する職員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）道路交通事故等の無い社会を目指した交通安全対策の推進 

① 通学路など歩行空間等の安全・安心の確保 

通学路緊急合同点検に基づく歩道整備や防護柵の設置等を引き続き実施するとともに、継続

的な合同点検や効果把握等の計画的な取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 25 69

150

78

156

11 5

8

23

8

29

2 2

3

3

12

16

556 389
1,018

2,428

1,985

4,637

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

0

50

100

150

200

250

H21 H22 H23 H24 H25 H26

吹雪 雪崩

降雪 時間

整備前 整備後 

学校、道路管理者、警察、保護者
等による合同点検

学校、道路管理者、警察、保護者、
利用者団体等による検討

危 険 箇 所

要 対 策 箇 所 の 抽 出

対 策 案 の 策 定

対 策 の 実 施

対策後 対策前

■災害対策基本法改正を踏まえた 

運搬排雪

■冬期事象による通行止め発生状況 
（回） （時間） 

■道路除雪・防雪施設の設置状況

■リエゾン派遣
放置車両移動訓練 

通行止めが頻発

 通行止めのうち、災害対策 
基本法（H26.11.21 施行） 
による通行止め発生状況 

１８路線２９回通行止め発生 
（通行止め時間：746 時間）
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■整備イメージ

電柱の倒壊による道路閉塞※ 

■現状の課題 

写真：国道５号 札幌市 

歩行等の支障となる電柱※ 

景観の阻害 

※国土交通省 道路局 HP より 

■対策実施例 

■事故ゼロプランの進捗状況

北海道交通事故対策検討委員会 中央分離帯の設置 

② きめ細かく効率的な事故対策の推進 

事故データや地域の声に基づく事故の危険性が高い区間等における重点的な対策を実施する

事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦：817 区間）に基づき、幹線道路のみならず身近

な道路においても交通安全対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）無電柱化の推進 

道路の防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興の観点か

ら、地域住民や電線管理者等と連携し、無電柱化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生要因の分析
要因に即した効果の高い対
策を立案

事故データや地域の声をも
とに、事故の危険性が高い
特定の区間を明確化
→「事故危険区間リスト」
北海道の事故危険区間

915区間〔H26.3時点〕

対策完了後の効果を評価

対策の実施

事故危険区間のうち、早期
に対策が可能な箇所から事
業化

意見 北
海
道
交
通
事
故

対
策
検
討
委
員
会

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
で
改
善

対策着手済

456区間

56%

対策検討中

361区間

44%

事故危険区間

８１７区間

■整備済み区間の例 

整備後 整備後 

整備前

■「事故ゼロプラン」の流れ 
対策例 

事故データや地域の声をもと

に、事故の危険性が高い特定

の区間を明確化 

→「事故危険区間リスト」 

北海道の国道における事故危険区間 

８１７区間〔H26.3 時点〕 

電柱が無く、すっきり 

整備前
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【 参考 】  

 

 
道 路 ネ ッ ト ワ ー ク 図 

（平成２７年度開通予定区間）
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平成２７年度の道路調査の見通しについて 

 

 

 個別路線の事業化に向け、概略ルート・構造検討に係る調査等を進めます。 

主な調査箇所は、下記の通りです。 

 

 【主な調査箇所】 

 

 

 

   帯広
おびひろ

・広尾
ひ ろ お

自動車道 大樹
た い き

～広尾
ひ ろ お

 

   北海道
ほっかいどう

横断
おうだん

自動車道 端野
た ん の

～高野
た か の

 

  

  その他の未整備区間等についても、当該地域の交通状況、社会経済状況

や道路網の課題等を調査し、地域の道路網の中での必要性・整備効果の整

理等を進めることとしています。 

  また、渋滞や交通安全、災害、冬期交通障害など、地域における道路交

通に関する課題、サービスレベルを把握するためのデータ収集・分析等を

行うとともに、路線の必要性、緊急性、妥当性に関する基礎的な調査を実

施します。 

  

 ＜道路調査の流れ＞ 

  

概略ルート・構造の検討（計画段階評価を進めるための調査） 

新
規
事
業
化

都
市
計
画
・環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
進
め
る
た
め
の
調
査

新
規
事
業
採
択
時
評
価

（
計
画
段
階
評
価
を
進
め
る
た
め
の
調
査
）

概
略
ル
ー
ト
・構
造
の
検
討

（
都
市
計
画
・
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
準
備
を
行
う
調
査
）

詳
細
ル
ー
ト
・構
造
の
検
討

路
線
の
必
要
性
・効
果
の
調
査

地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
課
題
の
調
査

優
先
区
間
の
絞
り
込
み
調
査
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平成２７年度（部分開通予定） 

北海道横断自動車道 本別
ほんべつ

～釧路
くし ろ

 

                               （直轄）

１．概 要 

北海道横断自動車道は、黒松内町を起点とし、小樽市、札幌市、千歳市、夕張市、帯広市、本別

町等を経由し、根室市・網走市へ至る延長約６９４ｋｍの高速自動車国道です。 

このうち本別～釧路は、本別ＩＣから釧路西ＩＣに至る延長６５ｋｍの事業であり、高速ネット

ワークの拡充による釧根圏と道央・十勝、オホーツク圏の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活

性化及び、国際拠点港湾苫小牧港、新千歳空港等への物流の効率化等の支援を目的とした道路です。 

平成 2７年度は、白糠 IC から阿寒 IC 間の開通に向けた工事を重点的に進めます。 

 

 

２．計画内容 

箇    所    名：北海道中川
なかがわ

郡本別町
ほんべつちょう

共 栄
きょうえい

～北海道釧路
く し ろ

市鶴野
つ る の

 
延        長：Ｌ＝６５．０ｋｍ（うち開通済 Ｌ＝３４．０ｋｍ） 

平成２７年度開通予定：Ｌ＝１４．０ｋｍ（白糠ＩＣ～阿寒ＩＣ） 

  

   

釧路・根室地域と苫小牧港などへの交通体系が強化され、物流の効率化が期待されます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高速ネットワークの形成 

▼ 札幌市～釧路市間の所要時間 

資料：H22 道路交通センサス （※本別ＩＣ～釧路西ＩＣは 70km/h で算出）

約 4３分 

短縮 

（浦幌 IC 利用）

全線整備後 

（本別 IC～ 

釧路西 IC 

利用） 

５時間０６分

４時間２３分

▼ さんま（鮮魚）の主な輸送ルート 

資料：釧路開発建設部 道路台帳、 

  北海道水産現勢（H24 年） 

ブランドさんまの「青

鱗」「青刀さんま」の

品質確保や、4 日以

内の出荷が条件であ

り全道一のシェアを

誇る「釧路ししゃも」

のブランド化に貢献  

浜中町のブランドさんま

「日帰りさんま」  

根室市のブランドさんま

「一本立ち歯舞さんま」 

ブランド化された 「さんま」や「牡

蠣」、「カニ」などは、航空便で関

東・関西方面へ 

（道東自動車道） 
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平成２７年度（部分開通予定） 

北海道横断自動車道 足寄
あしょろ

～北見
き た み

 

                                （直轄）

１．概 要 

北海道横断自動車道は、黒松内町を起点とし、小樽市、札幌市、夕張市、清水町、本別町等を経由

して根室市・網走市へ至る延長約６９４ｋｍの高速自動車国道です。 

このうち足寄～北見は、足寄ＩＣから北見西ＩＣに至る延長７９ｋｍの事業であり、高速ネットワ

ークの拡充によるオホーツク圏と道央・十勝圏の連絡機能の強化を図り、地域間交流の活性化及び、

国際拠点港湾苫小牧港、新千歳空港等への物流の効率化等の支援を目的とした道路です。 

平成 2７年度は、訓子府 IC～北見西 IC の開通に向けた工事を重点的に進めます。 

 

 

２．計画内容 

箇    所    名：北海道中川
なかがわ

郡本別町
ほんべつちょう

西仙
にしせん

美
び

利
り

～北海道北見
き た み

市北上
きたかみ

 

延        長：Ｌ＝７９．０ｋｍ 

平成２７年度開通予定：Ｌ＝１２．０ｋｍ（訓子府ＩＣ～北見西ＩＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高速ネットワークの形成

オホーツク圏と十勝圏とのネットワークが強化

▼ ばれいしょ・ 

たまねぎの 

オホーツクシェア 

33% 35%

58%

27%

9%

39%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ば
れ
い
し
ょ

た
ま
ね
ぎ

オホーツク圏 その他道内

道外
資料：H25 作物統計 

110分120分130分140分150分

現道利用

全線整備後

（足寄～北見西

利用）

0分

▼ 北見市～帯広市間の所要時間の変化

２時間２６分

２時間３分

約２３分

短縮 

資料：H22 道路交通センサス 

（足寄～北見西間は 70km/h で算出）

■救急搬送ルートの速達性向上
▼ 陸別町からの救急搬送実態(H25)と線形不良箇所

資料：消防署ヒアリング

帯広市へ 

１０件 

北見市へ６１件

（陸別町からの

搬送約４割）

置戸町へ１件

並行する国道 242 号には

●線形不良箇所：17 箇所 

資料：オホーツク管内 JA ヒアリング（H23 実績値）

▼ ばれいしょ・たまねぎ収穫量の主な輸送ルート 

横断道方面を利用し、 

苫小牧港へ出荷 

たまねぎ 35.6 千 t/年 

ばれいしょ 9.0 千 t/年

横断道方面を利用し、 

十勝港へ出荷 

ばれいしょ 50.6 千 t/年

▼道東観光ツアー流動 

資料：北海道観光入込客数調査(H25 年度)

観光客 

(北見) 

159 万人

観光客

(網走)

141 万人

観光客

(斜里)

122 万人

（十勝オホーツク自動車道） 
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平成２７年度（部分開通予定） 

一般国道３８号・４４号 釧路外
く し ろ そ と

環 状
かんじょう

道路 

                                （直轄）

１．概 要 

一般国道３８号は、滝川市を起点とし、釧路市に至る延長約２９７ｋｍの幹線道路であり、一般

国道４４号は、釧路市を起点とし、根室市に至る約１２４ｋｍの幹線道路です。 

このうち釧路外環状道路は、釧路市街における交通混雑及び交通事故の低減による道路交通の定

時性、安全性の向上を目的とした、釧路西インターチェンジから釧路別保インターチェンジに至る

延長１６．８ｋｍの一般国道のバイパス事業です。 

平成 2７年度は、釧路西 IC から釧路東 IC 間の開通に向けた工事を重点的に進めます。 

 

 

２．計画内容 

箇    所    名：北海道釧路
く し ろ

市鶴野
つ る の

～北海道釧路
く し ろ

郡釧路
く し ろ

町字別
べっ

保
ぽ

 
延        長：Ｌ＝１６．８ｋｍ 

平成２７年度開通予定：Ｌ＝9．9ｋｍ（釧路西ＩＣ～釧路東ＩＣ） 

    

 

釧路市内を通過する交通の当該道路への転換が見込まれ、主要渋滞区間の解消や交通混雑が緩和。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交差点の多い市内を通過する交通の当該道路への転換が見込まれ、道路交通の安全性が向上。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：H22 道路交通センサス 

（※釧路西 IC～釧路別保 IC 間は夏期 70km/h で算出） 

１時間 13 分

■交通混雑の緩和 

■道路交通の安全性向上 

▼釧路市内通過時間の変化 

白糠町～厚岸町間の所要時間 

釧路外環状道路 

資料: H22 道路交通センサス、北海道の主要渋滞箇所（H25.1） 

資料: イタルダデータ（H21～H24）、

事故ゼロプラン（H25） 

主要渋滞箇所１１箇所を回避

100 件/億台キロ以上：１４箇所  

事故危険区間：１２箇所  

 ▼釧路市街地内における事故の様子

 

釧路市内より 

根室・厚岸方面へ
根室・厚岸方面より

釧路市内へ 

▼雪裡交差点の渋滞状況

 

釧路市内より 

根室・厚岸方面へ

根室・厚岸方面より

釧路市内へ 

▼入江町交差点の渋滞状況現況 

（R38・R44 利用） 

全線整備後 

（釧路西 IC～ 

釧路別保 IC 

利用） 

１時間３８分

約２５分 

短縮 
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平成２７年度（完成予定） 

一般国道５号 稲穂
い な ほ

電線共同溝 

                                （直轄）

１．概 要 

一般国道５号稲穂電線共同溝は、全道有数の観光地である小樽市の駅前地区に位置し、小樽市中

心市街地活性化基本計画で「回遊性を高めるための環境整備などによりにぎわいを創出する区域」

に指定されると共に、北海道緊急輸送道路ネットワーク計画において「第１次緊急輸送道路」に指

定されています。当該区間を整備することにより、安全で快適な通行区間を確保し、景観及び防災

性を向上させることで、観光及び中心市街地の活性化を支援するものです。 

平成 2７年度は、舗装工事を実施します。 

 

２．計画内容 

箇    所    名：北海道小樽
お た る

市稲穂
い な ほ

４丁目～北海道小樽
お た る

市稲穂
い な ほ

３丁目 
延        長：Ｌ＝０．７ｋｍ 

平成２７年度完成予定：Ｌ＝０．７ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果１ 観光の支援   

・当該事業の実施により、小樽歴史景観区域周辺の景観整備を支援するとともに、観

光客等歩行者の回遊経路の無電柱化を促進することにより、景観性が向上し観光の

活性化を支援。  

 

効果２ 中心市街地活性化の支援  

・安全で快適な歩行空間の確保と、都市景観や防災性の向上を図り、中心市街地活性

化基本計画による商業・交通・公共サービス等が集中したコンパクトなまちづくり

を支援。 

 

        【整備前】                    【整備後イメージ】 

          

稲穂電線共同溝 

小樽港 

小樽駅

小樽市役所

凡 例
新規事業化区間（直轄）

計画中区間（直轄）

整備中区間（直轄）

整備済区間（直轄）

計画中区間（自治体）

整備中区間（自治体）

整備済区間（自治体）

商業地域

近隣商業地域

DID地域

歴史景観区域

観光拠点：小樽駅および当該地 

現地状況 

当該箇所
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当麻
市街地

北
海
道
上
川
郡

当
麻
町
伊
香
牛
３
区
四
線

か
み
か
わ

と
う
ま
ち
ょ
う

い
か
う
し

く
よ
ん
せ
ん

比布町
役場

とう ま

北
海
道
上
川
郡

比
布
町
基
線
１
４
号

か
み
か
わ

ぴ
っ
ぷ
ち
ょ
う

き
せ

ん

ご
う

至北見市
きたみ

愛別町
あい べつ ちょう

至札幌市

比布大橋架替

延長1.4km

ぴっ ぷ おお はし

凡 例

開 通 済

該当箇所

40

39

39

さっ ぽろ

当麻町
とう ま ちょう

比布町
ぴ っ ぷ ち ょ う

あいべつちょう

ぴっぷちょう

愛別町役場

愛別
市街地

あいべつ

比布
市街地

ぴっぷ

450

至紋別市
もんべつ

12

旭川市
あ さ ひ かわ

旭川
市街地

あさひかわ

旭川
空港

あさひかわ

至旭川市
あさひかわ

至旭川市
あさひかわ

とうまちょう

当麻町
役場

いしかりがわ

一級河川 石狩川

▲鉄筋露出

凍害による損傷

▲支承傾斜

沓座面劣化により
支承傾斜

▲主桁のひび割れ

凍結融解による
ひび割れ

▲鉄筋露出

凍害による損傷

損傷状況

平成２７年度（新規） 

一般国道３９号 比布
ぴ っ ぷ

大橋架替 

                                （直轄）

１．概 要 

国道３９号は、旭川市を起点として、上川町、北見市、美幌町等を経由し、網走市に至る延長約

２１６ｋｍの幹線道路です。 

このうち比布大橋架替は、凍害等により橋脚等のコンクリートひび割れ、鉄筋露出等の劣化損傷

の加速的な進行を防止し、緊急輸送道路としての安全性・信頼性確保を目的とした延長１．４ｋｍ

の事業です。 

 

 

２．計画内容 

箇  所  名：北海道上川
かみかわ

郡当麻町
とうまちょう

伊香牛
い か う し

３区四線
よんせん

～ 

上川
かみかわ

郡比布町
ぴっぷちょう

基線
き せ ん

１４号 
延     長：Ｌ＝１．４ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

■道路の老朽化対策 
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延長 0.2km

雪裡橋架替
北
海
道
釧
路
郡

釧
路
町
若
葉

く
し
ろ
ち
ょ
う

わ
か
ば

せつ り ばし

38

391

44

釧路
市街地

くしろ

釧路
市街地

く
し
ろ

北
海
道
釧
路
郡

釧
路
町
別
保
原
野

く
し
ろ
ち
ょ
う

べ
っ
ぽ

げ

ん

や

く
し
ろ

単位：m

（計画）雪裡橋

（現況）雪裡橋

平成２７年度（新規） 

一般国道４４号 雪裡
せ つ り

橋架替 

                                （直轄）

１．概 要 

国道４４号は、釧路市を起点として、釧路町、厚岸町等を経由し、根室市に至る延長約１２４ｋ

ｍの幹線道路です。 

このうち雪裡橋架替は、釧路川の浸水被害が発生（平成２５年９月）しており、河川断面の拡大

による改修に合わせた延長０．２ｋｍの事業です。 

 

 

２．計画内容 

箇  所  名：北海道釧路
く し ろ

郡釧路町
くしろちょう

若葉
わ か ば

～釧路
く し ろ

郡釧路町
くしろちょう

別
べっ

保
ぽ

原野
げ ん や

 
延     長：Ｌ＝０．２ｋｍ 

 

 

 

               
    

 

 

■道路の防災・震災対策 
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高砂橋架替
延長0.8km

小平町

至稚内市

至留萌市

日本海

北
海
道
留
萌
郡

小
平
町

高
砂
町

る
も
い

お
び
ら
ち
ょ
う

た
か
さ
ご
ち
ょ
う

たかさごばし

凡 例

開 通 済

該当箇所
小平町役場

北
海
道
留
萌
郡

小
平
町

高
砂
町

る
も
い

お
び
ら
ち
ょ
う

た
か
さ
ご
ち
ょ
う

小平
市街地

おびら

わっかない

るもい

おびらちょう

おびらちょう

単位：m

（計画）高砂橋 （現況）高砂橋

平成２７年度（新規） 

一般国道２３２号 高砂
たかさご

橋架替 

                                （直轄）

１．概 要 

国道２３２号は、稚内市を起点として、天塩町、苫前町等を経由し、留萌市に至る延長約１２８

ｋｍの幹線道路です。 

このうち高砂橋架替は、下部工の耐震性能不足による大規模地震発生時の落橋・倒壊等の重大な

損傷を防止し、緊急輸送道路としての安全性・信頼性確保を目的とした延長０．８ｋｍの事業です。 

 

 

２．計画内容 

箇  所  名：北海道留萌
る も い

郡小平町
おびらちょう

高砂町
たかさごちょう

 
延     長：Ｌ＝０．８ｋｍ  

 

 

 

 

 

 

                               

   

 

 

 

■道路の防災・震災対策 
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凡 例

開 通 済

該当箇所

下愛冠
市街地

しもあいか っぷ

１級河川 利別川

⾄ 陸別町
りくべつちょう

⾜寄市街地
あしょろ

⾄帯広市
おびひろ

⾄本別町
ほんべつちょう

N

242

241

242

⾜寄町
あしょろちょう

本別町
ほんべつちょう

北
海
道
足
寄
郡

足
寄
町

下
愛
冠

あ
し
ょ
ろ
ち
ょ
う

し
も
あ
い
か
っ
ぷ

北
海
道
足
寄
郡

足
寄
町

北
６
条

あ
し
ょ
ろ

あ
し
ょ
ろ
ち
ょ
う

き
た

⾄ 釧路市

241
延長 0.2km

足寄橋架替

く し ろ

あ
し
ょ
ろ

あし ょ ろ ばし

L . W . L = 8 8 . 1 9

H . W . L = 9 2 . 3 1

119.01

39.67 39.67 39.67

( A - 2 )( A - 1 )

←陸別
足寄市街→

( P - 1 ) ( P - 2 )

（計画）足寄橋

（現況）足寄橋

単位：m

平成２７年度（新規） 

一般国道２４２号 足寄
あしょろ

橋架替 

                                （直轄）

１．概 要 

国道２４２号は、網走市を起点として、遠軽町、北見市、足寄町、本別町、幕別町等を経由し、

帯広市に至る延長約１８５ｋｍの幹線道路です。 

このうち足寄橋架替は、利別川の浸水被害が発生（平成２５年４月）しており、河川断面の拡大

による改修に合わせた延長０．２ｋｍの事業です。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：北海道足寄
あしょろ

郡足寄町
あしょろちょう

下愛冠
しもあいかっぷ

～足寄
あしょろ

郡足寄町
あしょろちょう

北６条 
延     長：Ｌ＝０．２ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■道路の防災・震災対策 
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橋　長　67.5

支間長　66.0 0.70.8

A-1 A-2

F M

9.5 9.5

9
.
0

9
.
1

至 幌加内町至 滝川市

単位：m

至滝川市

N

図書館

幌
新
太
刀
別
川

ほ

ろ

に

た
ち
べ
つ
が
わ

（終
）北
海
道
雨
竜
郡

う
り
ゅ
う

沼
田
町
字
北
竜

ぬ
ま
た
ち
ょ
う

ほ
く
り
ゅ
う

沼
田
町
字
北
竜

ぬ
ま
た
ち
ょ
う

ほ
く
り
ゅ
う

（起
）北
海
道
雨
竜
郡

う
り
ゅ
う

沼田町
ぬまたちょう

至幌加内町
ほろかないちょう

石狩沼田駅
いしかりぬまた

沼田町役場
ぬまたちょう

五ヶ山橋架替
ご か や ま ば し

中学校
小学校

凡 例

開 通 済

該当箇所延長 0.1km

たきかわ

沼田町市街地
ぬまたちょう

（計画）五ヶ山橋 （現況）五ヶ山橋

平成２７年度（新規） 

一般国道２７５号 五ヶ山
ご か や ま

橋架替 

                                （直轄）

１．概 要 

国道２７５号は、札幌市を起点として、江別市、当別町、新十津川町、幌加内町、美深町等を経

由し、浜頓別町に至る延長約２８１ｋｍの幹線道路です。 

このうち五ヶ山橋架替は、河床低下により橋脚基礎の支持力不足による大規模地震発生時の落

橋・倒壊等の重大な損傷を防止し、緊急輸送道路としての安全性・信頼性確保を目的とした延長０．

１ｋｍの事業です。 

 

 

２．計画内容 

箇  所  名：北海道雨竜
うりゅう

郡沼田町
ぬまたちょう

字北 竜
ほくりゅう

 
延     長：Ｌ＝０．１ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■道路の防災・震災対策 
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苫
小
牧
市
音
羽
町

至室蘭

至札幌至支笏湖

太 平 洋

苫小牧市役所

苫小牧市
と ま こ ま い

む ろ ら ん

凡 例

開 通 済

該当箇所

さ っ ぽ ろし こ つ こ

北
海
道

と
ま
こ
ま
い

お
と
わ
ち
ょ
う

緑跨線橋架替

延長 0.7km

み ど りこせん き ょう

苫
小
牧
市
新
中
野
町

北
海
道

と
ま
こ
ま
い

し
ん
な
か
の
ち
ょ
う

と ま こ ま い

国際拠点港湾

苫小牧港

苫小牧駅
と ま こ ま い

と ま こ ま い

（計画）緑跨線橋

単位：m

（現況）緑跨線橋

平成２７年度（新規） 

一般国道２７６号 緑跨
みどりこ

線
せん

橋
きょう

架替 

                                （直轄）

１．概 要 

国道２７６号は、江差町を起点として、共和町、喜茂別町、伊達市等を経由し、苫小牧市に至る

延長約１０９ｋｍの幹線道路です。 

このうち緑跨線橋架替は、下部工の耐震性能不足による大規模地震発生時の落橋・倒壊等の重大

な損傷を防止し、緊急輸送道路としての安全性・信頼性確保を目的とした延長０．７ｋｍの事業で

す。 

 

 

２．計画内容 

箇  所  名：北海道苫小牧
と ま こ ま い

市音羽町
おとわちょう

～苫小牧
と ま こ ま い

市新
しん

中野町
なかのちょう

 
延     長：Ｌ＝０．７ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■道路の防災・震災対策 
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平成２７年度（新規） 

北海道240号交通事故対策等（阿寒
あ か ん

交通事故対策事業） 

                                （直轄）

１．概 要 

当該区間は、国道２４０号の釧路市に位置する単路区間で、大型車両の通行が多い区間である。カ

ーブが連続する区間において、速度超過及びハンドル操作のミスによる正面衝突事故が発生しており、

また低速車に追突する事故が発生していることから、事故危険区間（地域の声）に選定されています。 

本事業は、中央分離帯の設置に併せて、部分的に付加車線を設けることで、事故の発生を防止する 

とともに、円滑な走行及び安全・安心な通行の確保を図ります。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：北海道釧路市
く し ろ し

阿寒町
あかんちょう

飽
あく

別
べつ

 

延     長：Ｌ＝８．０ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 整備前（現在の状況） 
【現況断面図】 

▼ 平面図 

【計画断面図】 

付加車線 
L=0.8km 

中央分離帯 
L=3.1km 

付加車線 
L=0.8km 

中央分離帯 
L=3.5km 

付加車線 
L=0.8km 

付加車線 
L=0.8km 

至 弟子屈

至 釧路 

至 釧路 

至 弟子屈

阿寒交通事故対策 
L=8.0km 
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平成２７年度（新規） 

一般国道４４号 釧路
く し ろ

末広
すえひろ

町
ちょう

電線共同溝 

                                （直轄）

１．概 要 

一般国道４４号釧路末広町電線共同溝は、道東地区の中核都市である釧路市中心部に位置し、「釧

路市津波避難計画」において津波避難時の重要避難経路とされており、無電柱化を推進する地区に位

置しています。また、当該区間を含む一般国道４４号は北海道緊急輸送道路ネットワーク計画におい

て「第１次緊急輸送道路」に指定されています。 

 当該区間を整備することにより災害に強い安全で快適な通行空間の確保や情報通信ネットワーク

の信頼性向上、景観の向上が図られ、中心市街地の活性化を支援します。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：北海道釧路
く し ろ

市北
きた

大 通
おおどおり

５丁目～北海道釧路
く し ろ

市旭 町
あさひまち

３０ 
延     長：Ｌ＝１．６ｋｍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果１ 都市防災の強化   

・無電柱化整備により災害時の電柱倒壊等による交通障害を防ぎ、第1次緊急輸送道

路及び津波避難時の重要避難経路の確保を支援。 

 

効果２ 中心市街地活性化の支援  

・当該事業の実施により、釧路駅・北大通周辺の景観計画重点区域における景観性の

向上を促進するとともに、観光の活性化を支援。 

 

        【整備前】                   【整備後イメージ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡  例 

計画中区間(直轄) 

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ特定道路 

景観計画重点区域 

※図内全域は DID 区間である 

釧路末広町電線共同溝

H27 調査設計 

景観を阻害する電線類 
当該地域の沿道状況 

当該箇所
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 ３．港湾整備事業   

 

北海道が持つ優れた資源・特性を活かし、地域の活力ある発展を実現するとともに、我が国が直

面する課題の解決に貢献するためには、港湾の機能を適切に強化し、しっかりと活用していく必要

があります。 

平成２７年度予算においては、新たな北海道総合開発計画において示された５つの計画の主要施

策を推進するため、「競争力の強化」、「安全・安心の確保」に重点を置いた事業に取り組みます。 

 

１ 内外の交流を支えるネットワークとモビリティの向上 

 

 競争力の強化 

国内外との多様な物流ネットワークの構築を図るため、国際バルク戦略港湾、国際海上コンテナ

ターミナルなど、北海道の国際競争力の強化に向けた基盤整備を推進します。 

また、北海道・本州間の物流機能の強化と安定化を図るため、複合一貫輸送（フェリー・RORO

船）ターミナルの整備、ならびに北海道の基幹産業である水産業の荷役環境の改善・高度化を図る

ための港湾施設の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際物流ターミナル(外貿コンテナ)（苫小牧港） フェリー乗船待ちの状況（函館港） 

 

フェリー 

飼料穀物の荷役状況（釧路港） 
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２ 安全・安心な国土づくり 

 

 （１）安全・安心の確保 

地震等の災害が多い北海道において、大規模地震災害時の緊急物資等の輸送を確保するため、耐震

強化岸壁の整備を推進します。 

 

 （２）離島交通の安定化 

離島における島民生活や本土・離島間の物流機能の安定化を図るため、離島及び本土側の港湾整備

を推進します。 

 

 （３）港湾施設の戦略的な維持管理 

港湾施設の老朽化の進行や、老朽化による機能不全等に適切に対応するとともに、将来にわたる既

存ストックの効率的、効果的な更新を計画的に進めるため、事後的な維持管理から予防保全的な維持

管理への転換を推進します。 

 

 

老朽化が著しい係留施設（稚内港） 

 北海道港湾位置図   

老朽化が著しい外郭施設（室蘭港） 
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平成２７年度（継続） 

釧路港国際物流ターミナル整備事業 

                                （直轄） 

 

 

１．概  要 

大型船舶による穀物の一括大量輸送を可能とし、北海道・東北地方を始めとする地域への穀物の

安定的かつ安価な輸送を実現することを目的として、釧路港西港区第２ふ頭地区において、船舶の

大型化への対応及び非効率な荷役形態の改善を図るため、水深１４ｍの国際物流ターミナルの整備

を行います。 

 

 

２．計画内容 

平成２７年度整備施設：岸壁(水深１４ｍ)、泊地(水深１４ｍ)、航路・泊地(水深１４ｍ) 

全体事業費：１４２億円 

事業予定期間：平成２６年度 ～ 平成２９年度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

西港区第 2 埠頭地区 

 国際物流ターミナル 

【位置図】 

釧路港 
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西港区商港地区西ふ頭 

平成２７年度（継続） 

苫小牧港［西港区商港地区］複合一貫輸送ターミナル改良事業 

                                （直轄） 

 

 

１．概  要 

老朽化によって機能が低下した岸壁について、ＲＯＲＯ船の荷役に対応した施設への改良を行い、

係留船舶の安全性の向上や内貿ユニットロード貨物の荷役の効率化を図るため、苫小牧港西港区商

港地区において、水深９ｍの複合一貫輸送ターミナルの改良を行います。 

 

 

 

 

２．計画内容 

平成２７年度整備施設：岸壁(水深９ｍ)(改良) 

全体事業費：９４億円 

事業予定期間：平成２３年度 ～ 平成２９年度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※ RORO 船：貨物をトラックやフォークリフトで積み卸しするために、船尾や船側にゲートを有する船舶。 

 

苫小牧港 

複合一貫輸送ターミナル 

（水深９ｍ） 

苫小牧港 

【位置図】 
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B滑走路
A滑走路

整備済 整備済

未整備 整備済

北側 南側

 ４．空港整備事業   

 

１ 内外の交流を支えるネットワークとモビリティの向上   

 

   冬季交通の信頼性向上 

降雪・海霧等の気象条件による欠航・遅延を減少させ航空

機運航の定時性、安定性を向上させ、航空輸送の信頼性や利

用者利便性の向上を図るため、Ｂ滑走路の北側進入用のＩＬ

Ｓ（計器着陸装置）整備を進めます。 

［新千歳空港］ 

 

 

 

 

 

２ 安全・安心な国土づくり 

 

（１）空港施設の老朽化対策 

航空ネットワーク機能を保持するため、滑走路等の老朽

   化した施設の更新・改良を計画的に推進します。 

［新千歳空港、函館空港、釧路空港、稚内空港］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）空港施設の耐震対策 

大規模地震発生時の緊急物資等輸送拠点機能の確保、航

空ネットワークの維持及び道内経済活動の継続性を確保す

るため空港施設の耐震対策を推進します。 

［新千歳空港］ 

 

既設誘導路舗装の劣化状況 

液状化対策施工状況 

新千歳空港のＩＬＳ整備状況 
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平成２７年度（継続） 

新
しん

千歳
ち と せ

空港 ＩＬＳ双方向化事業 

                                       （直轄） 

 

１．概 要 

新千歳空港にはＡ・Ｂ２本の滑走路があり、主にＡ滑走路を離陸用、Ｂ滑走路を着陸用とし、２本

の滑走路を活用した運用を行っています。Ａ滑走路の南北両方向からの進入、Ｂ滑走路の南側からの

進入（北風卓越時）に対しては視界不良時に航空機を着陸誘導するＩＬＳ※が整備されています。し

かし、Ｂ滑走路北側進入（南風卓越時）に対するＩＬＳが整備されていないことから、冬季のＡ滑走

路除雪閉鎖時にＢ滑走路北側進入となる場合、視界不良による欠航や遅延が発生しています。また、

南風悪天候下でＢ滑走路北側進入ができない場合についてもＡ滑走路に離陸・着陸便が集中するた

め、遅延等が発生しています。こうしたことから、Ｂ滑走路北側進入に対応するＩＬＳ整備を進め、

引き続きＩＬＳの用地造成を行います。 

なお、ILS の無線・照明施設は東京航空局が設置します。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：新千歳空港 

整 備 内 容：用地造成 

事業予定期間 ：平成２０年度～平成２７年度（想定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新千歳空港のＩＬＳ双方向化事業

※ＩＬＳ（Instrument Landing System）：計器着陸装置 

ＩＬＳ用地造成実施箇所 

Ｂ滑走路 

19Ｌ-LOC

A滑走路

B滑走路

19Ｌ-GS/T-DME

１９Ｌ １９Ｒ

０１Ｒ ０１Ｌ

19Ｌ-航空灯火

航空機上計器の表示例

航空機がILS
進入経路の左上
を飛行中

航空機上計器の表示例

航空機がILS
進入経路の中心
を飛行中

航空機上計器の表示例

航空機がILS
進入経路の右下
を飛行中

グライドスロープアンテナ
進入角度を示す電波を発射

ローカライザーアンテナ
進入方向を示す電波を発射

着陸態勢にある滑走路に進入中の航空機に対して、指

向性のある電波を発射し、夜間、悪天候等の視界不良時

でも航空機を安全に滑走路まで誘導する装置です。 

Ａ滑走路 

平成 2７年度整備箇所 

ＩＬＳ双方向化事業イメージ 

※北海道開発局では用地造成を実施します 

N 

N 
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平成２７年度（継続） 

新
しん

千歳
ち と せ

空港 耐震化事業（滑走路等液状化対策） 

                                       （直轄） 

 

１．概 要 

新千歳空港では、大規模地震災害時における緊急物資等輸送拠点としての機能確保、航空ネットワ

ークの維持や背後圏経済活動の継続性を確保するため、空港施設の耐震化を進めています。 

今年度は、地盤の液状化により滑走路等に段差が生じ、航空機の離着陸等、災害時に必要な空港機

能が確保できなくなる事態を防ぐため、引き続き滑走路直下地盤の液状化対策をおこないます。 

 

２．計画内容 

箇  所  名：新千歳空港 

整 備 内 容：滑走路等液状化対策 

事業予定期間 ：平成１９年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
地下トンネル 

薬液注入 滑走路や誘
導路の路面

改良が必要な土層

薬液が球状
に広がる
（改良体）

土粒子

間隙水 薬液

地盤内に注入された薬液は、土粒子間の水（間隙水）
を周囲に押し出しながら、球体に浸透していき固結しま
す。液状化の原因となる間隙水を排除する事によって液

状化現象を抑制します。 

液状化対策工法の概要 

●新千歳空港の耐震化事業 

液状化対策施工状況 

地下水の高さ

舗装

液状化し
ない地盤

液状化
地盤

液状化に

よる沈下
【大】

【小】

地震による大きな力

液状化に
よる沈下

沈下する量に違い

液状化し
ない地盤

液状化!!

液状化による滑走路等の凹凸発生メカニズム 

1 号沢函渠 

液状化対策実施箇所 

Ａ滑走路 

平成 2７年度整備箇所 

耐震化事業イメージ図 
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 ５．農業農村整備事業  

 

１ グローバルな競争力ある自立的安定経済の実現

 

食料供給力の強化と食にかかわる

高付加価値化

① 農地の整備 

    地域の農業の振興を図るため

 水等の農地整備や担い手への

 の低減や農業の高付加価値化

   （国営農地再編整備事業） 

 

   ② 農業水利施設等の保全・更新

農業水利施設等の計画的な

   産力の確保を図ります。 

（国営かんがい排水事業、国営総合農地防災事業

 

③ 畑地かんがい等の整備 

      農産物の多様な用途・需要

   営農を継続・発展させる取組等

   農業用水を確保する畑地かんがい

   す。 

   （国営かんがい排水事業） 

 

 

２ 地球環境時代を先導し自然と共生する

持続可能な地域社会の形成

    

 （１）自然共生社会の形成 

      自然と共生した持続的な農業生産

の連携により、農地の排水整備

ります。 

（国営総合農地防災事業） 

 

（２）循環型社会の形成 

農村における循環型社会の構築

水質浄化機能を有した排水施設

用・地域環境の負荷の軽減を図

（国営環境保全型かんがい排水事業

 

グローバルな競争力ある自立的安定経済の実現 

にかかわる産業の 

高付加価値化・競争力強化 

るため、ほ場の大区画化、暗渠排

への農地集積により、生産コスト

高付加価値化を図ります。 

 

更新 

な保全・更新により、農業の生

国営総合農地防災事業） 

需要に対応して生産拡大を行い、

取組等を支援するため、安定的な

かんがい施設等の整備を推進しま

 

地球環境時代を先導し自然と共生する 

持続可能な地域社会の形成 

農業生産の振興のため、関係者間  

排水整備と湿地の環境保全の両立を図 

構築のため、肥培かんがい施設や 
排水施設の整備を推進し、地域資源の活 

図ります。 
排水事業） 

担い手への農地集積

の振興を図る

推進 

農地の排水整備

立を図る国営総合農地防災事業

農業水利施設等

を行う国営かんがい

 

農地集積の促進と地域農業 

る国営農地再編整備事業の 

 

排水整備と湿地の環境保全の両

国営総合農地防災事業の推進 

 

農業水利施設等の計画的な保全・更新

かんがい排水事業の推進 

37



○ほ場の大区画や暗渠排水等

 された水田におけるばれいしょ・

を拡大。 

 

○効率的な大規模機械化体系

ため、ばれいしょで培った

工程管理を他作物にも適用

高品質で消費者ニーズに対応

生産と経営の安定化。 

平成２７年度（新規）  

国営緊急農地再編整備事業

 

 １．概 要 

区画整理と農業用用排水

さらに、担い手の経営規模拡大

発生防止により優良農地を

 

２．計画内容  

    関 係 市 町 村：瀬棚郡今金町

    受 益 面 積：１，５３６

    主 要 工 事：区画整理

           農業用用

 

 【地区の     題】【地区の課題】

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業実施により期待される効果】

  今金北地区 

○

○

段差で分断された小区画なほ場 

暗渠排水等を整備し、汎用化 

におけるばれいしょ・小麦の生産

大規模機械化体系を実現する 

った農業生産 

適用するなど、 

対応した 

500 496 514

16,800
17,900 18,400

0

250

500

750

H2 H7 H9

今金町 ばれいしょの作付面積と生産量の推移

作

付

面

積
(ha)

国営緊急農地再編整備事業 今金
いまかね

北
きた

地区

農業用用排水を一体的に施行し、農地の土地利用を計画的

経営規模拡大を進め、緊急的に生産性の向上と耕作放棄地

を確保し、農業の振興を図ります。 

瀬棚郡今金町 

５３６ha 

区画整理（田）７９２ha、区画整理（畑）２２１

農業用用排水８５１ha（328ha は区画整理と

【地区の課題】 

 

 

 

【事業実施により期待される効果】 

  

 

排水不良なほ場（田） 老朽化したポンプからの漏水

○小区画や排水不良等の 

ほ 場 条 件 に 加 え 、 高 齢

化に伴う労働力不足に 

よ り 、 ば れ い し ょ の 作

付が大幅に減少。 

 

○取水施設の一部(ポンプ

等)は、老朽化が顕著。 

 

514
452 451

391

18,400

15,400
14,300

13,200

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H9 H12 H17 H22

ばれいしょの作付面積と生産量の推移

出典：北海道農林水産統計年報

生

産

量

(t)

地区 

（直轄） 

計画的に再編し、 

耕作放棄地の解消・

２２１ha 

と重複） 

老朽化したポンプからの漏水 
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○基幹的な農業水利施設を改修し、用水の 

 安定供給による食料供給の維持、向上。 

 

○６次産業化を契機に地域活性化及び地域 

農産物のブランド化の促進。 

平成２７年度（新規） 

国営施設応急対策事業 てしおがわ剣和
け ん わ

地区  

（直轄） 

 

 １．概 要 

幹線用水路について、施設の機能保全に資する整備を実施し、農業用水の安定供給

及び施設の維持管理の負担軽減を図り、農業生産性の維持及び農業経営の安定化を促

進します。 

 

２．計画内容  

    関 係 市 町 村：士別市、上川郡剣淵町、上川郡和寒町 

    受 益 面 積：４，２１５hａ 

    主 要 工 事：用水路（改修） １２．７ｋｍ 

 

【地区の課題】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【事業実施により期待される効果】 

 

                           

基幹的な農業水利施設の改修 

（イメージ） 

○基幹的な農業水利施設は事業完了後約 30 年経過。

一部の区間で突発的事故が発生し、農業用水の 

安定供給に支障。 

 

○施設の維持管理に多大な費用と労力を要する。 

用水路側壁の倒壊 用水路側壁の傾壊 トンネル天端部の縦断ひび割れ 

てしおがわ剣和地区

側 壁 が 前 方 へ 傾 倒  

側壁傾倒箇所の 

応急的な対策 

（切梁設置） ６次産業化の推進 

（越冬キャベツを使用 

したプリン） 
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６．水産基盤整備事業  

 北海道の水産業は、全国の生産量の約３

割、生産額の約２割を占め、我が国の水産

物の安定供給に大きく貢献しています。そ

の中でも第３種及び第４種漁港は、水産物

の生産・流通拠点として広域的に利用され

るなど、極めて重要な役割を担っています。 

このことを踏まえ、平成２７年度は、

「国産水産物の衛生管理や安定供給のため

の基盤強化対策」、「災害に強い漁業地域

づくりのための漁港施設の防災・減災対

策」を重点的に推進します。 

 
 
１ グローバルな競争力ある自立的安定経済の実現 

国産水産物の衛生管理や安定供給のための基盤強化対策 

 安全・安心な水産物の安定供給はもとより、水産物の輸出促進を図るため、漁港におけ

る衛生管理対策や流通機能の高度化・効率化に資する施設整備を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 安全・安心な国土づくり 

災害に強い漁業地域づくりのための漁港施設の防災・減災対策 

 北海道周辺では大規模地震の発生が懸念されているほか、冬期風浪等による越波などにより安

全な漁業活動が確保されていない状況にあります。このため、大規模災害発生時における水産物

流通機能や漁港利用者の安全確保などの地震・津波対策、冬期風浪時における漁船等の安全対策

を推進します。 
 また、利用者の安全、水産物の品質・衛生及び流通の確保に支障が生じないよう、漁港施設の

長寿命化対策を推進します。 
 
 

北海道第３種及び第４種漁港位置図 

東日本大震災の津波による漁船被害 
（大津漁港） 

防波堤からの越波状況 
（江良漁港） 

北海道第３種及び第４種漁港

東浦抜海

遠別 元稲府

サロマ湖 ウトロ

羅臼

歯舞

大島

庶野

大津

苫前

美国
古平

寿都

久遠

青苗

江良

福島

臼尻

砂原 追直
登別

三石

落石

仙法志

礼文西

雄冬

余別

須築

熊石

小島

函館

能取

厚岸

山背泊
様似

神威脇

第3種漁港 18漁港

第4種漁港 20漁港

合計 38漁港

清浄海水による魚体・施設の洗浄 ＥＵ輸出に対応した屋根付き岸壁における 
ホタテガイ陸揚げイメージ 

老朽化が著しい岸壁 
（古平漁港） 
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１．概要 

ウトロ漁港は、北海道東部知床半島の斜里町に位置し、サケ・マス定置

網漁業を中心とした北海道有数の水産物流通拠点漁港です。また、周辺海

域で操業する漁船の避難拠点としての役割も担っています。 
当漁港では、岸壁や用地の不足から漁業活動に著しい支障を来している

とともに、野天での陸揚げを余儀なくされています。 
このことから、漁港内の混雑及び用地不足の解消、水産物の衛生管理対

策を図るため、人工地盤や屋根付き岸壁を中心とした新ふ頭の整備を推進します。 
 
２．計画内容 

計画箇所：ウトロ地区（斜里町） 
主要計画施設：島防波堤３３０ｍ、－３.５ｍ岸壁３３４ｍ、用地３３,７００㎡ 
全体事業費：２６３億円 
事業予定期間：平成１４年度～平成２８年度 

 

防波堤 
※新ふ頭の静穏度確保

用地（人工地盤） 
※混雑・用地不足の解消

清浄海水導入施設 屋根付き岸壁 
※衛生管理対策※衛生管理対策

新ふ頭 

陸揚機能 
のシフト 

平成２７年度（継続） 

ウトロ地区 特定漁港漁場整備事業 
（直轄） 

ウトロ漁港 

高度衛生管理に対応した新ふ頭の整備イメージ 
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７．官庁営繕事業

１ 防災拠点となる官庁施設の防災機能の強化等

（１）地域と連携した防災拠点となる

官庁施設の整備の推進

地方公共団体をはじめとする様々な関係者と

の連携の下、大規模災害の発生に備え、防災拠

点となる官庁施設の整備を推進するとともに、

新たなまちづくり空間やにぎわいの創出等によ

り、地域の活性化に積極的に貢献します。

（２）官庁施設の耐震化の推進

建築物の耐震化対策が緊急の課題と位置づけ

られている中、官庁施設が防災拠点としての機

能を十分発揮できるよう、構造体のみならず設

備、外壁・建具などの非構造も含めた建築物全

体として総合的な耐震安全性を確保するための

整備を実施します。

（３）官庁施設の天井対策の推進

東日本大震災において大規模空間を有する建

築物の天井が脱落した事案が多数生じたことか

ら定められた新たな技術基準に適合させるため、

大規模空間を有する官庁施設の天井について、

地震時の天井耐震対策を実施します。

（４）官庁施設の津波対策の推進

防災拠点としての機能維持と行政機能の早期

回復を図るため、官庁施設における津波対策を

進めていきます。

２ 官庁施設の老朽化対策

（１）官庁施設の長寿命化

既存官庁施設の有効活用を図り、安全により

長く利用し、トータルコストの縮減等を実現す

るため、老朽化の進行を防ぐ長寿命化事業を実

施します。

（２）既存官庁施設の危険箇所、

経年劣化が著しい部位等の解消

来訪者等の安全の確保と行政サービスの円滑

な提供に最低限必要な施設の性能を確保するた

め、危険な箇所、経年劣化が著しい部位等につ

いて、緊急的な改修等を実施します。

官庁施設における津波対策（イメージ図）

帯広第2地方合同庁舎 地域連携懇談会

耐震改修工事の事例

苫小牧港湾合同庁舎 長寿命化改修
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 （参考）北海道開発計画調査 

 

 北海道総合開発計画の企画、立案及び推進に必要な調査について、平成 2７年度は、北海道が強み

とする「食」、「観光」、「環境・エネルギー」分野等における課題の解決方策の検討を重点的に実

施します。 

 

１ 北海道産食の魅力発信 

【新しい日本のための優先課題推進枠】 

  北海道産食の海外需要拡大等を図るため、食と観光の

連携によるフードツーリズムの展開を通した、北海道の

豊かな食の魅力発信について検討を行います。  

 

 

 

２ 北海道における歴史・文化を活用したインバウンド観光

の振興 

  北海道独自の観光資源を活かしたインバウンド観光

需要の拡大を図るため、歴史・文化を活用した観光を推

進するための観光メニューの創出や海外へのプロモー

ション方策について検討を行います。 

 

 

 

 

３ 地熱等の再生可能エネルギーを活用した持続可能な地域づくり 

再生可能エネルギーの中でも安定した出力特性を有

し、かつ、北海道において高いポテンシャルを有してい

る地熱等を活用し、地域固有の資源・特性を活かした持

続可能な地域づくり方策について検討を行います。 

 

 

 

 

 

４ 人口低密度地域における農村の維持 

今後の人口減少を見据え、北海道の人口低密度地域に

おける農村の維持・活力向上を図るため、北海道の農村

集落の特性を踏まえ、農業生産法人等の組織経営体に着

目し、行政との連携や組織経営体間のネットワークの促

進等を通した農村の維持・活性化に資する取組について

検討を行います。 

 

 

 

 ゲストハウス

野菜の栽培・冷蔵(加工)・提供

冬季も歩ける
散策路

♨

入浴施設

熱の
カスケード利用

電気の
地域内利用

地 熱 発 電
(バイナリー発電)

ﾀｰﾋﾞﾝ

媒体蒸気

湯元 温泉水

電気

 

縄文時代の中空土偶等

歴史・文化を活用した観光メニューの創出
海外への観光メニューのプロモーション

開拓の歴史から生まれた
ばんえい競馬

開拓の歴史（旧開拓使札幌本庁舎）

雪を活用した文化（雪の美術館）

 

 

バイオマス
の活用

生活扶助
機能の維持

廃校や空き
施設の活用

離農農地
の受け皿

都市と農村
の交流拠点

生産基盤の
維持管理

組織
経営体

組織
経営体

行政

ネットワークの促進

農業の大規
模・省力化

雇用の促進
人材の育成

連携連携

北海道における独自性のある歴史・文化の活用 

農村の維持に向けた取組イメージ 

地域づくりのイメージ 

 

 

食 品 工 場

食 べる

北海道産食の魅力を体験

見 る

ＨＯＰ
海外おみやげ宅配便など買 う

観光地としての魅力向上 による
外国人旅行客の増加

食のブランド力向上 による
北海道産食の需要拡大

輸出拡大、食関連観光消費増など

ツーリズムに適した素材や展開
に あ たっての 課題等 の把 握

食ブランド・ツーリズム推進に
必 要 な Ｐ Ｒ 手 法 の 検 討 等

北海道の食に対する期待

北海道産食の魅力発信 

外国人観光客の増加 

食のブランド力向上による 

ツーリズムに適した素材や展開
に あ た っ て の 課 題 等 の 把 握

食のブランド力向上やツーリズム
推進に必要なＰＲ手法の検討等
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（参考）　平成２７年度　道路の主な開通予定

【直　　轄】

延　長
（km）

～ 阿寒
あ か ん

IC 14.0

～ 北見
き た み

西
にし

IC 12.0

～ 釧路
く し ろ

東
ひがし

IC 9.9

～ 釧路
く し ろ

郡釧路町
く し ろ ち ょう

上別保
かみべっぽ

1.2

～ 美唄
び ば い

市峰延町
みねのぶちょう

1.2

～ 札幌
さっぽろ

市東
ひがし

区苗穂町
なえぼちょう

13丁目 0.4

～ 札幌
さっぽろ

市南
みなみ

区定山渓
じょうざんけい

温泉
おんせん

東
ひがし

1丁目 1.1

～ 石狩
いしかり

市浜益
はまます

区雄冬
お ふ ゆ

2.0

～ 増毛
ま し け

郡増毛
ま し け

町
ちょう

 岩尾
い わ お

3.0

～ 広尾
ひ ろ お

郡広尾町
ひろおちょう

字タンネソ 3.0

～ 札幌
さっぽろ

市北
きた

区あいの里
さ と

5.3

～ 有珠
う す

郡壮瞥町
そうべつちょう

蟠渓
ばんけい

2.5

【補　　助】

0.9

(事業延長8.1㎞)

《防災・安全交付金》

0.1

0.4

0.3

0.9

1.7

《社会資本整備総合交付金》

0.2

0.6

1.6

0.5

事業名
事業
延長
(km)

左記事業が含まれる社会資本総合整備計画

計画名

国際競争力強化等に資する道路ネットワークの機能向上

道内各地域の交流・連携の深化に資する道路ネットワークの機能
向上・生活基盤形成

防災・安全を支える道路ネットワーク強化

北海道 七飯町
ななえちょう

(一)大野
お お の

大中山
おおなかやま

線
せん

通学路合同点検対策推進による暮らしの安全・安心の確保

札幌市 札幌市
さっぽろし

(都)南
みなみ

1条
じょう

通
どおり

～人に優しいまち～を実現する道路空間の安全・安心

札幌市 札幌市
さっぽろし

(都)宮
みや

の森
もり

・北
きた

24条
じょう

通
どおり

北海道 木古内町
きこないちょう

(都)駅前通
　　　　えきまえどおり

開通予定
延長
(km)

別海
べっかい

町
ちょう

　別海
べっかい

　～別海
べっかい

町
ちょう

　中春別
なかしゅんべつ

事業主体 事業実施箇所 事業名
事業
延長
(km)

左記事業が含まれる社会資本総合整備計画

計画名

北海道 別海
べっかい

町
ちょう

(主）根室
ね む ろ

中標津
な か し べ つ

線
せん

路　線　名

北海道 白糠町
しらぬかちょう

(一)上
かみ

庶路
しょろ

庶路
しょろ

停車
ていしゃ

場線
じょうせん

北海道 根室市
ねむろし

(主)根室
ね む ろ

半島
はんとう

線
せん

(主)平取
びらとり

静
しず

内線
ないせん

北海道 新
しん

ひだか町
ちょう

路　　線　　名 箇　　所　　名
開　　　通　　　予　　　定

区　　　　　間

北海道横断自動車道
（道東自動車道） 本別

ほんべつ

～釧路
く し ろ

白糠
しらぬか

IC

国道231号 雄冬
お ふ ゆ

防災 石狩
いしかり

市浜益
はまます

区雄冬
お ふ ゆ

北海道横断自動車道
（十勝オホーツク自動車道） 足寄

あしょろ

～北見
き た み

訓子府
く ん ね っ ぷ

IC

国道12号 峰延
みねのぶ

道路 岩見沢
いわみざわ

市岡山町
おかやまちょう

○

国道38･44号 釧路
く し ろ

外
そと

環状
かんじょう

道路 釧路
く し ろ

西
にし

IC

国道272号 上別保
かみべっぽ

道路 釧路
く し ろ

郡釧路町
く し ろ ち ょう

上別保
かみべっぽ

国道12・275号

事　　業　　箇　　所

国道336号 襟
えり

広
ひろ

防災

国道231号 暑
し ょ

寒
かん

防災 増毛
ま し け

郡増毛町
ましけちょう

 岩
いわ

老
おい

伊達
だ て

市大滝
おおたき

区北
きた

湯沢
ゆ ざ わ

温泉町
おんせんちょう

○

事業主体 事業実施箇所

国道337号 当別
とうべつ

バイパス 石狩
いしかり

郡当別町
とうべつちょう

川下
かわしも

苗穂
な え ぼ

交差点 札幌
さっぽろ

市中央
ちゅうおう

区北
きた

1条東
ひがし

18丁目

事業主体 事業実施箇所

国道230号 小金湯
こ が ね ゆ

拡幅 札幌
さっぽろ

市南
みなみ

区定山渓
じょうざんけい

北海道 本別町
ほんべつちょう

(主)本別
ほんべつ

士幌
し ほ ろ

線
せん

北海道 函館市
はこだてし

(一)元村
もとむら

恵山
え さ ん

線
せん

国道453号 蟠渓
ばんけい

道路

広尾
ひ ろ お

郡広尾町
ひろおちょう

字ビタタヌンケ
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